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　岐阜労働局では、県内で働くすべての労働者に適
用される「岐阜県最低賃金」を、10月１日から時給
675円（４円引き上げ）とするよう改正しました。 
　「岐阜県最低賃金」は、常用・臨時・パート・ア
ルバイトなどといった雇用形態に関係なくすべての
労働者に適用されます。 
　また、労働者の賃金が日給・月給などで支払われ
ている場合、最低賃金額を満たしているかどうかは、
当該賃金を１時間当たりの金額に換算して、最低賃
金額と比較することになります。 
　最低賃金の対象となる賃金は通常の所定内賃金に
限られ、ボーナスなどの臨時の賃金、休日時間外な
どの割増賃金や精皆勤手当・通勤手当（交通費）、
家族手当は対象となりません。 
　なお、最低賃金に反する労働契約は無効とされ、
最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。 
　詳しくは、岐阜労働局労働基準部賃金室（岐阜市
金竜町５－13　245-8104）または、最寄りの労働基
準監督署にお尋ねください。 

　岐阜南ふるさと福祉村では、「お年寄りの安全・
安心対策」をテーマに、医療機関・携帯電話会社・
行政の立場から講演します。是非お出かけください。 
【月　日】10月22日（日） 
【時　間】午後１時30分～３時 
【場　所】松波総合病院３階講堂 
【参加料】無料 
【問合先】岐阜南ふるさと福祉村 
　　　　　　388-4867（松波総合病院内） 

　航空自衛隊岐阜基地では、「航空祭」を開催します。
是非、お出かけください。 
【月　日】10月15日（日） 
　　　　　※雨天決行 
【時　間】午前９時～午後３時 
【場　所】航空自衛隊岐阜基地 
　　　　（交通…名鉄各務原線三柿野駅 
　　　　　　　　またはＪＲ高山線蘇原駅） 
　※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利
　用ください。 
【問合先】航空自衛隊岐阜基地渉外　382-1101

　町では、家庭の教育力をステップアップし、元気
な家庭づくりを目的として家庭教育シリーズ講座を
開催しています。 
　第４回目は、笠松中学校ＰＴＡの皆さんと共催し
て次のとおり行います。お父さん、お母さんぜひ、
お出かけください。 
　小さなお子さん連れでも参加できるよう、託児室
を設けていますのでご利用ください。 
【日　時】10月21日（土） 

午後２時～３時30分 
【会　場】中央公民館 
【テーマ】子どもはみんな一等賞「生き抜く勇気と

底力を！」 
　　　　　講師　前真正町教育長　森　英信  氏 

　笠松町美術展実行委員会では、「第36回笠松町美
術展」を開催します。 
　開催中は、多数の作品の展示とチャリティ小品展
を行います。お誘い合わせのうえ是非お出かけくだ
さい。 
【期　間】11月３日（金）～５日（日） 
【時　間】午前９時～午後５時 
　　　　（最終日は午後４時まで） 
【場　所】中央公民館・町民体育館 
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